
質問回答【神川町】

NO. 様式 ページ 質問内容 回答内容

1 仕様書 Ｐ２

月1回以上の直接訪問時等、打ち合わ
せを実施した際の記録簿の提出につき
まして「5営業日程度」などの提出目安日
をご教示いただくことは可能でしょうか。

月１回以上の直接訪問時等、打ち合わ
せを実施した際の記録簿の提出につき
ましては、一律での提出期限等は定め
ませんが、打ち合わせ内容等により、協
議の上、５営業日程度の期間を空けて、
提出をお願いさせていただきます。

仕様書２頁「４．打合せ協議等」

質問回答書

質 問 事 項


